
令和７年度第３号 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
    ※発行から５回目の誕生日まで      ※発行から１０回目の誕生日まで 

１８歳未満は５回目の誕生日まで 

                        
 
 
  ※ 「電子証明書」は、各種システムを使うときなどで、ＩＣチップ内の本人確認用データと暗証番

号（パスワード）などにより、あなた本人によるものであることを証明するものです。 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

有効期限の３か月前から有効期限までに、市民課・支所、郵便局（一部）で手続をすること

になり、更新の２、３か月前には有効期限通知書の入った封筒が送られてきます。 
【取扱窓口】 

〇 市民課  〇 支所 
〇 次の郵便局 

（忠和・神楽）旭川忠和郵便局、旭川神楽郵便局 
   （緑町）イオンモール旭川西内郵便局  （春光台）旭川春光台郵便局 

（中心部）旭川中央郵便局、旭川九条郵便局、旭川五条郵便局 
（末広）旭川北郵便局  （永山）永山郵便局、永山南郵便局 
（緑が丘・東光・東旭川）旭川緑が丘郵便局、旭川東郵便局、東旭川郵便局 

※ 郵便局では、「カード本体」の更新（１０年ごと（１８歳未満は５年ごと））やカードの
申請・受取、住所・氏名等の変更の手続などはできません。 

※ 上の郵便局では、暗証番号（パスワード）の初期化（再設定）もすることができます。 
利用者証明用電子証明書暗証番号（数字４桁）の入力を３回（署名用電子証明書暗証番号（６～１６桁の英数字）は５

回）間違って入力し、暗証番号が受け付けなくなった（ロックされた）ときや、暗証番号を忘れてしまったときに暗証番

号（パスワード）の初期化（再設定）をすることになります。 
【手続可能な方】本人（１５歳未満や成年被後見人の方は、本人と法定代理人（任意代理人は不可）が同行） 
【必要なもの】 裏面の「郵便局での手続」にある「【必要なもの】」 

≪続きは裏面≫ 

 

 

 １１月３日に公民館フェスティバルが開催されました。 
令和ふむふむクラブ、ウチダザリガニ防除隊、百寿大学の学習発表や地域のクラフト展、江

丹別小中学校児童生徒による迫力ある江丹別太鼓、お菓子のバザーに加え、新たに景品抽選会
も開催しました。 

 
併せて開催した作品展示会では、江丹別保育所、リボン会、エタンペッ、地域の皆様方によ

る陶芸や手芸作品展示に加え、今年結成の“石の会”による採石等の活動が紹介されました。 
ご来場、そして、開催、展示にご協力いただきました皆様、ありがとうございました。 

 

 

 

これまで、江丹別～嵐山～市内中心部間のバス（道北バス ５９番線（品川江丹別線））は
平日４便（土日祝は３便）での運行でしたが、バス会社の乗務員不足もあり、１１月１日から、
１日２便（土日祝は３条９丁目発→江丹別着が１便）となっています。 
【時刻表】※一部のバス停のみ掲載。 

 ○江丹別発→４条９丁目着（ ）内は土日祝運行時 

運行状況 江丹別発 品川 <嵐山> １条７丁目 ４条９丁目着 

毎日運行 ９：２２ ９：３６ １０：０８（１０：０７） １０：１５（１０：１４） 

毎日運行 １４：０８ １４：２２ １４：５４（１４：５３） １５：０１（１５：００） 

 〇３条９丁目発→江丹別着（ ）内は土日祝運行時 

運行状況 ３条９丁目発 １条７丁目 品川 <嵐山> 江丹別着 

毎日運行 １２：３３ １２：３５ １３：０１（１３：０２） １３：１８（１３：１９） 

平日のみ運行 １６：２３ １６：２５ １６：５２ １７：０９ 

 

【発行元】 江丹別まちづくり実行委員会 

        旭川市江丹別町中央 旭川市江丹別支所内 

Tel 0166-73-2001  Fax 0166-73-2055 

     ホームページ「江丹別（そばとチーズのえたんべつ）」 

          URL → https://etanbetsu.com/blog/ 

          QRコードは右のとおりです。 

江丹別公民館から 

11 月１日～バスの運行が平日 2 便になっています 

         年   月   日  

マイナンバーカードの更新等について 

江 丹 別 通 信 

 

マイナンバーカードのＩＣチップ内の「電子証明書」の更新手続（５年ごと） 

５年ごと  １０年ごと  

「カード本体」の更新  
（写真を含めて）  

カードのＩＣチップ内の 
「電子証明書」(ﾃﾞｰﾀ)の更新

新 

ＩＣチップ  

〇〇年〇月〇日まで有効  

       

 

 

 

「電子証明書」の有効期限  

「カード本体」の有効期限  

電子証明書 

の有効期 限  

春日



※ マイナンバーカードのＩＣチップ内の「電子証明書」の更新手続（５年ごと）では、市民
課・支所と郵便局の手続で、手続可能な方などで違いがありますのでご注意ください。 

 
 

【手続可能な方】 
  ・本人 

・代理人（法定・任意） 
   ※ 法定代理人とは、法律に基づいて選任される代理人、例えば親権者や成年後見人などです。 
     任意代理人とは、法定代理人以外で、本人が任意に選択して選任される代理人です。 
【必要なもの】 

■本人のとき 
   ・マイナンバーカード 

・暗証番号（数字４桁、６～１６桁の英数字） 
   ・有効期限通知書（届いているとき）※求められることがあります。 
   ・（暗証番号がわからないとき）本人確認書類（運転免許証、年金手帳など）※求められることがあります。 
  ■代理人（法定・任意）のとき 
   上記書類のほか 
   ・照会書兼回答書（有効期限通知書の入った封筒に同封されている照会書兼回答書に本人が記

入の上、封入、封かんして代理人が受け取られたもの。） 
   ・代理人の本人確認書類（マイナンバーカードなど顔写真付きの身分証明書） 

 
 

【手続可能な方】 
  ・本人（１５歳未満や成年被後見人の方は、本人と法定代理人（任意代理人は不可）

が同行） 
【必要なもの】 
  ■本人のみのとき 
   ・マイナンバーカード 

・暗証番号（数字４桁、６～１６桁の英数字） 
・有効期限通知書（届いているとき）※求められることがあります。 
・（暗証番号がわからないとき）本人確認書類（運転免許証、年金手帳など）※求められることがあります。 

  ■本人と法定代理人同行のとき 
上記書類のほか 

   ・法定代理人の本人確認書類（マイナンバーカードなど顔写真付きの身分証明書） 
   ・代理権を証する書類（戸籍謄本、登記事項証明書等）※同一世帯の親権者は不要。 

 
 

有効期限の３か月前から有効期限までに、マイナンバーカード本体の更新の手続をすることに
なり、更新の２、３か月前には有効期限通知書・マイナンバーカード交付申請書等の入った封筒
が送られてきます。 

総務省（「マイナンバーカード総合サイト」）や市のホームページ、送られてきた封筒に同封さ
れたパンフレットなどをご覧になり、マイナンバーカードの更新（交付）の申請をしてください。 

申請後、１か月ほどでマイナンバーカード交付通知書が送られてきますので、市民課・支所で
更新後のマイナンバーカードを受け取ることになります。 

※ 申請には、顔写真（データ）が必要で、送られてきたマイナンバーカード交付申請書にあるＱＲコードやＩＤ
などでスマートフォン・パソコン・証明用写真機から申請できるほか、マイナンバーカード交付申請書による郵
送での申請、市民課・支所での申請もできます。 

※ 申請からマイナンバーカード交付通知書が届くまで１か月ほどかかりますので、封筒が届きましたら早めに申
請するようにしましょう。 

※ 市民課・支所でのマイナンバーカードの受取方法・必要なものなどについては、マイナンバーカード交付通知
書等に記載されていますので、ご確認ください。 

 

   

                                       

生活のこと、子供のことなどで困ったときは民生委員・児童委員にご相談を！ 
 

 

民生委員は、厚生労働大臣から委嘱され、担当の地域で支援が必要

な方を見守ったり、生活に関する相談に応じたりするほか、支援が必

要な方を専門機関につなぐ役割を果たしており、また、児童福祉法の

規定により児童委員も兼ね、地域の子供たちが元気に安心して暮らせ

るように、子供たちを見守り、子育ての不安や妊娠中の心配ごとなど

の相談・支援等を行っています。 

民生委員・児童委員には、守秘義務があり、地域の皆様との信頼関

係のもとに活動をしています。生活や子供に関する心配ごとや悩みご

となど、お気軽にご相談ください。 

 

 

江丹別中央地域、嵐山地域、春日地域の江丹別全域で、民生委員・児童委員が９人（うち主

任児童委員が２人）おり、その民生委員・児童委員で構成される「江丹別地区民生委員児童委

員協議会」があります。 

令和７年１２月１日付けで委員の改選があり、２人の方がかわりました。 

 ・岡田 士夫委員 → 春日 

・大杉 貴之委員 → 嵐山の一部（６線川以南で高速道路以北及び江丹別川西側） 

・河原 晴彦委員 → 共和、嵐山の一部（６線川以北、江丹別川東側及び高速道路以南） 

・荒川 恵美子委員 → 西里、拓北町内会 

・北邑 弓子委員（新任） → 中央の一部（中央町内会を除く）、芳野の一部（芳野町内会を除

く）、富原 

・浅野 正一委員 → 芳野の一部（中央１町内会を除く）、中園、中央の一部（中央町内会を除

く） 

・鹿野 末吉委員 → 中央の一部（中央町内会） 

・佐藤 純子委員 → 主任児童委員（江丹別全域） 

・神谷 明宏委員（新任） → 主任児童委員（江丹別全域） 

※主任児童委員は、児童福祉を専門に担当する児童委員です。 

 
 

 

厚生労働省人口動態統計（令和５年）によると、全国で高齢者の浴槽内での不慮の溺死及び

溺水の死亡者数は交通事故死亡者数の約３倍でした。特に１１月から４月にかけて多くなって

おり、原因の一つして、脱衣所や浴室が寒いとその急な温度差により血圧の急激な変化が生じ、

一過性の意識障害に起こし、溺れて死亡するということが考えられています。 

入浴中の事故を防ぐために、高齢者の方だけでなく家族皆さんで、「入浴前に脱衣所や浴室

を暖めておく。」「湯温は４１度以下にし、お湯につかる時間は１０分までを目安にする。」「浴

槽から急に立ち上がらない。」「食後すぐの入浴や、飲酒後、医薬品服用後の入浴は避ける。」

「お風呂に入る前に、同居する家族にひと声かける。」「家族は入浴中の高齢者の動向に注意す

る。」などの対策を心掛けましょう。 

江丹別地区民生委員児童委員協議会から 

民生委員・児童委員について 

江丹別地域の民生委員・児童委員と担当地区 

冬の入浴に注意しましょう 

市民課・支所での手続 

郵便局での手続 

「マイナンバーカードの本体」の更新手続（１０年ごと（１８歳未満は５年ごと）） 


